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 次のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。  

 所   属   宮前区内の市立中学校 

職   位 教諭 

年   齢  ３２歳 

性   別 男性 

処 分 内 容  停職６月 

処 分 理 由 

 

 

 

 

 

 当該教諭は令和６年８月９日（金）と同年８月２２日（木）に、

東京都内の公園で自身の下半身を露出し、その画像を自身のスマ

ートフォンで撮影した。また令和７年６月から同年８月の間に、

４回合計４点の自身の下半身の画像をＳＮＳに投稿した。 

この行為により、公然わいせつとわいせつ電磁的記録記録媒体

陳列の容疑で令和７年１１月から１２月に宮前警察署の取り調

べを受け、令和８年１月１４日（水）に在宅での書類送致（横浜

地方検察庁川崎支部）となった。 

このことは、常に高い行為規範を求められる教育公務員として

あるまじき行為で、公務に対する信用を著しく失墜させ、全体の

奉仕者としてふさわしくない非行であった。 

処分発令日  令和８年２月１２日 

処 分 者  川崎市教育委員会 

備   考  当該教諭は本日付けで依願退職 

 

 

 

問合せ先 

川崎市教育委員会事務局職員部教職員人事課 井汲
い く み

 

電話 ０４４－２００－０４９３ 


